
舗装復旧委託単価契約の契約事業者募集案内 

 
（１）単価契約の概要 

委 託 名 ： 舗装復旧委託（その１） 施工箇所：川口市 南平・中央・横曽根・青木・芝 地区  

舗装復旧委託（その２） 施工箇所：川口市 神根・戸塚・安行・新郷・鳩ヶ谷 地区 

契約単価数 ： ２８単価 

 

（２）委託概要 

本委託は、上水道維持課が発注し施工した、漏水修理や給水管撤去に伴う掘削部の舗装を施工する単価契

約である。 

 

（３）業務内容 

ア 現場踏査 

受注者は発注者から施工した箇所に関する指示書類を受理し、現場踏査を行うこととする。現場状況や施

工方法等に疑義が生じた場合は、適時監督員と協議をすること。 

イ 案内図作成 

現場踏査により、現地を確認したうえで、施工箇所の案内図を作成する。 

ウ 道路使用許可証の申請 

作成した案内図をもとに、発注者が道路掘削申請書を作成する。許可後速やかに、所管警察署に道路使用

許可申請書を申請し、施工の準備を進めること。 

エ 施工について 

   工事着手前は、地先の方に承諾を得てから施工すること。道路使用許可証は常時携帯し、許可条件を遵守

すること。なお、緊急時が発生した場合は、監督員と協議するものとする。 

オ 復旧について 

   本復旧は仮復旧の自然転圧期間が経過後、道路管理者の復旧基準に準じて速やかに施工し、復旧箇所に

は舗装復旧マーキングを明示すること。また、復旧箇所が他企業と競合する場合は、業者間で協議のうえ復

旧すること。なお、費用負担の按分協議を含むものとする。 

カ 検査について 

   各月の月末に発注者と日程調整し、現場検査を行うものとする。なお、検査箇所は、発注者が指定し、現地

にて出来高確認を行う。 

キ 精算について 

   各月１日から月末までの集計と成果品及び請求書を翌月初めに遅滞なく提出するものとする。 

ク その他 

   本委託は市内全域で発生する漏水修理等に伴う本復旧を対象としているため、指示書類を受理後は常に現

場を巡視し、仮復旧箇所の把握及び安全確保に努めること。なお、緊急時が発生した場合は、迅速に対応

する必要が生じるため、継続的・持続的に業務に携われる者が入札に参加すること。 

 

 



（４）参加資格 

以下の要件を全て満たすこと。 

ア 当該年度において、川口市物品入札参加資格者名簿に登載され、以下の条件を全て満たしていること。 

(1)：所在区分が「市内」であること。 

(2)：業者区分「工事」の種目名「ほ装」が登録されていること。 

(3)：上記(2)の格付が「A・B・C」のいずれかであること。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。  

ウ 案件を公開した日から当該契約の相手方を決定するまでの期間において、川口市有資格業者に対する入札

参加等停止の措置基準に基づく入札参加等停止の措置を受けていない者であること。  

エ 案件を公開した日から当該契約の相手方を決定するまでの期間において、川口市の締結する契約からの暴

力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。  

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただ

し、更生手続開始の決定を受けた者を除く。  

カ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、

再生手続開始の決定を受けた者を除く。  

キ 会社法（平成１７年法律第８６号）の規定に基づく清算の開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に

基づく破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。  

ク 同一の案件に参加しようとする者のうちに、その者の代表者（見積り及び契約の締結権限を有する受任者を含

む。）と同一人が代表者となっている者が含まれていない者であること。  

ケ 参加しようとする案件の履行に必要な法令等に基づく許可、資格等を備えている者であること。  

 

（5）案件の公開 

  仕様書と見積合わせに関する様式については、令和７年４月３日(木)に川口市上下水道局ホームページに掲

載する。 

 

（６）質疑応答 

仕様書等に関する疑義がある際は、令和７年４月１０日(木)までに上水道維持課あてに質疑応答書を提出する

ことができる。質疑応答書の提出があった場合、回答については、令和７年４月１４日(月)に川口市上下水道局

ホームページに掲載する。 

なお、質疑が仕様書の内容と関連性がないと判断した場合は、回答を控える場合がある。 

 

（７）見積書の提出  

本案件に参加する者は、令和７年４月１８日(金)必着とし、「見積書」及び「請負単価表」を上水道維持課あてに

提出すること。舗装復旧委託（その１）及び舗装復旧委託（その２）両方への見積合わせの参加は可とする。 

書類の提出に当たっては、原則、持参又は郵送とし、提出期限までに到達すること。その際は、宛名面に朱書

きにて「案件名」「見積書在中」を記載し、封緘すること。郵送の場合は、一般書留・簡易書留など追跡が可能

な郵送方法とすること。代理人をして見積させる場合は、「委任状」を併せて提出すること。到達した見積書の

訂正、差し替え、再提出は認められない。 



（８）資格の確認  

上下水道事業管理者は、参加者から見積書の提出があったときは、その者に係る（４）に規定する資格要件を

確認するものとする。 

 

（９）見積書の無効  

  次の各号のいずれかに該当する見積書は、無効とする。  

 ア 提出期限後に到達した見積書  

 イ （４）に規定する資格要件を満たさない者が提出した見積書  

 ウ 首標金額を訂正した見積書  

 エ 誤字、脱字、記載もれ等により意思表示が不明瞭である見積書  

 オ 本案件において同一人がした２以上の見積書  

 カ 錯誤により提出されたと認められる見積書  

 キ その他オープンカウンターに関する条件に違反した見積書   

 

（１０）契約予定者数 

２者 

 

（１１）施行実績（参考） 

令和５年度及び令和６年度12月末時点の施行実績は、下表のとおりである。 

 令和５年度 令和６年度(12月末時点) 

舗装復旧委託（その１） 

（武南警察署管内） 

390件  9,055.0㎡ 

158,987千円 

440件 8,732.2㎡  

119,890千円 

舗装復旧委託（その２） 

（川口警察署管内） 

718件 12,706.0㎡ 

161,316千円 

459件 8,077.9㎡  

120,104千円 

なお、これは参考値であり、この契約による発注高を保証するものではない。 

 

（１２）契約期間 

契約日から令和８年３月３１日まで 

 

（1３）契約方法 

ア 本案件は、市内企業の幅広い受注機会を図るため、「一抜け方式」を採用し、落札決定順位は下記のとおり

とする。 

   １位：舗装復旧委託（その１） 

   ２位：舗装復旧委託（その２） 

  上位案件の落札者となった業者の見積書は、下位案件では無効とする。 

イ 最低の価格で見積書を提出した者を各々の落札者とする。 

ウ 前項の場合において、最低の価格で見積書を提出した者が２者の場合、くじ引きまたは価格の交渉により契

約の相手方を決定する。 



エ 予定価格の制限の範囲内の価格で有効な見積書を提出した者がないときは、見積合わせを終了する。 

オ 前項の規定により、見積合わせを終了したときは、予定価格を超える金額で最低の価格を提示した者と価格

の交渉を行うことができる。 

 

（１４）結果の公表 

 オープンカウンターの結果は、落札者が決定次第、川口市上下水道局ホームページに掲載する。 


